
基　　　　本　　　　方　　　　針

○資料の収集・整備 ○市町村図書館等への支援・連携・協働 ○郷土関係資料の維持・充実

 ・生涯学習に役立つ資料の収集 　・図書館資料の協力貸出の推進 　・宮城に関する資料の収集
　・図書館間の相互協力体制の充実 　・宮城県の行政資料の収集
　・図書館の整備・運営に関する助言

○生涯学習情報の提供 　○いつでもどこでもサービスを受けられる
体制の充実

○子どもの読書環境の充実

　・生涯学習相談の実施 　・読書環境の整備充実
　・学習機会の提供 　・読書活動の理解の促進

  ・図書館情報ネットワークシステムの整備
  ・障がい者サービスの充実

○利用しやすい図書館への工夫 ○調査・研究に役立つ機能の充実

　・情報発信の推進 　・調査・研究に役立つ資料の収集
　・館内表示の工夫 　・レファレンス事例の作成・公開

宮城県図書館振興基本計画　概要

理　　念
情報の拠点としての県図書館の機能を強化しながら，地域文化を保護・育成・活用する

「22世紀を牽引する叡智の杜づくり」を進め，県民のみなさんのより充実した生涯学習を支援します。

資料収集方針・選定基準に基づき資料を
収集・整備し，充実させます。

県の図書館として県内市町村図書館への支援
を行います。

県の図書館として県民の皆さんがいつでもど
こでもサービスを受けられる体制づくりを目
指します。

利用しやすく資料が探しやすい図書館を
目指します。

県民の皆さんが必要とする情報を収集・整理
して提供します。

県の図書館として宮城に関する資料の収集に
努めます。

 生涯学習に役立つ
図書館

情報の拠点としての
図書館

次世代を育成する
 図書館

生涯学習に関する知識の入手方法や利用
方法を提供します。

次代を担う子どもたちに豊かな読書環境を提
供できるよう支援します。



宮城県図書館振興基本計画 

 

 
 

１  計画策定にあたって 

近年，生涯学習社会の形成に向けた取り組みが行われ，図書館としても，生涯学

習を支援する拠点の一つとして，その拠点づくりや市町村図書館等への支援などの

取り組みを充実し，図書館で働く側の目指すところを明らかにして，より適切な県

民サービスを展開するために策定しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 理 念 
 
 

２  理 念 

私たちが目指す５年後の図書館は，情報の拠点としての図書館の機能を強化し，

地域文化を保護・育成・活用する「22 世紀を牽引する叡智の杜づくり」を進め，

県民のみなさんの，より充実した生涯学習を支援することです。 

 そして，この理念実現のために，課題を設定し，基本方針，施策の展開（重点項

目）を次のように定めます。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

３ 課 題 
  

  
 

３  課 題  

    ① 「学び」の支援 ～生涯学習社会の形成～ 
 

生涯学習を支援する拠点の一つとして，図書館が果たす役割は重要です。県民一人ひとりの多様な

「学び」を支援することは，身につけた知識により，明るく，豊かで，活力に満ちた家庭や職場，さ

らには，地域社会づくりの実現にもつながります。 

たとえば，生活の中で疑問に思ったことがわかったり，仕事に活かせるヒントを得られたりする，

そんなことが図書館には求められていると考えます。 

このように，生涯学習社会の進展の中で，図書館は，県民の最も身近な情報源として，学習を支援

する役割がますます重要になっており，生涯学習社会を支える大きな柱として，その機能の充実が期

待されています。 

以上のことから，県民のみなさんの多様な「学び」を支援することは，私たちが取り組まなければ

ならない，重要な課題であると考えます。 
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② 情報化への対応 ～情報の拠点づくり～ 
  

近年の情報通信分野における技術革新にはめざましいものがあり，パソコンをはじめとした情報機

器の普及，インターネット利用の拡大は，人々の生活基盤の一部となっています。このような現状の

中,従来からの来館しての利用に加え，障がい者や高齢者など，日頃図書館に来館しづらい利用者にも

対応することが重要です。 

 

加えて，県内市町村図書館はもとより，図書館未設置町村などへの支援・連携といった広域的な対 

応などからも，図書館間の協力体制の整備として，情報化へ取り組む必要があります。また，このこ

とは，文部科学省の生涯学習審議会答申（平成12 年）においても，図書館としての情報化への対応

の重要性が確認されています。 

 

このように，情報化への対応は，開かれた図書館，情報拠点の図書館としての役割を果たす上で， 

重要な課題であると考えます。 

      

    ③ 郷土関係資料の充実・活用 ～ふるさとづくり～ 

 

地域の文化を大切にすることは，郷土の歴史の正しい理解と郷土愛を育む上で重要なものであり，

県内の歴史と文化に根づいた資料を網羅的に収集・保存するのは本館の重要課題です。それに加え，

市町村合併後の，県内全域の行政資料等の収集も課題となっています。 

また，本館では，これまで平成 16 年度より，先人から受け継いできた郷土の貴重な資料，古典，

名作等の複製資料を教育の場に生かしつつ，後世にしっかりと伝えることを目的として，「22 世紀を

牽引する叡智の杜づくり」事業に取り組んできました。この事業は，取り組みの成果もあり，全国知

事会の先進政策バンクにも登録され，県内はもとより全国からも期待されています。 

       

このようなことからも，郷土関係資料の充実を図るとともに，次世代を育成することは，県民が明 

るく，豊かな将来を実現し，また郷土を愛する「ふるさとづくり」にもつながることから，取り組む

べき重要な課題であると考えます。 
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４ 基本方針 

 

４  基本方針    

生涯学習  

に役立つ 

図書館 

次世代を育成 

する 

図書館 

 

    

情報の拠点 

としての 

図書館 

 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 施策の展開（重点項目） 
５  施策の展開（重点項目） 

 

 （１） 生涯学習に役立つ図書館 

 

① 資料の収集・整備 

     資料収集方針・選定基準に基づき資料を収集・整備し，充実させます。 

     ・生涯学習に役立つ資料の収集 

② 生涯学習情報の提供 

 生涯学習に関する知識の入手方法や利用方法を提供します。 

     ・生涯学習相談の実施 

     ・生涯学習機会の提供 

③ 利用しやすい図書館への工夫 

 利用しやすく資料が探しやすい図書館を目指します。 

 ・情報発信の推進 

・館内表示の工夫 

 

 
（２） 情報の拠点としての図書館

① 市町村図書館等への支援・連携・協働 

 県の図書館として県内市町村への支援を行います。 

・図書館資料の協力貸出の推進 

・図書館間の相互協力体制の充実 

・図書館の整備・運営に関する助言 
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② いつでもどこでもサービスを受けられる体制の充実 

 県の図書館として県民の皆さんがいつでもどこでもサービスを受けられる体制づくりを目指し

ます。 

 県の図書館として県民の皆さんがいつでもどこでもサービスを受けられる体制づくりを目指し

ます。 

 ・図書館情報ネットワークシステムの整備  ・図書館情報ネットワークシステムの整備 

 ・障がい者サービスの充実  ・障がい者サービスの充実 

③ 調査・研究に役立つ機能の充実 ③ 調査・研究に役立つ機能の充実 

 県民の皆さんが必要とする情報を収集・整理して提供します。  県民の皆さんが必要とする情報を収集・整理して提供します。 

     ・調査・研究に役立つ資料の収集      ・調査・研究に役立つ資料の収集 

     ・レファレンス事例の作成・公開      ・レファレンス事例の作成・公開 

  

  

              
（３） 次世代を育成する図書館 

① 郷土関係資料の維持・充実 ① 郷土関係資料の維持・充実 

 県の図書館として，宮城に関する資料の収集に努めます。  県の図書館として，宮城に関する資料の収集に努めます。 

     ・宮城に関する資料の収集      ・宮城に関する資料の収集 

     ・宮城県の行政資料の収集      ・宮城県の行政資料の収集 

② 子どもの読書環境の充実 ② 子どもの読書環境の充実 

 次代を担う子どもたちに豊かな読書環境を提供できるよう支援します。  次代を担う子どもたちに豊かな読書環境を提供できるよう支援します。 

 ・読書環境の整備充実  ・読書環境の整備充実 

 ・読書活動の理解の促進  ・読書活動の理解の促進 

  

    

  

６ 計画の推進 ６ 計画の推進 
  

６  計画の推進 

この基本計画は，「宮城の将来ビジョン行動計画（平成19 年度～平成21 年度）」や「第３次

宮城県生涯学習振興計画（平成1８年度～平成2２年度）」などを踏まえて，推進します。 

この基本計画は，「宮城の将来ビジョン行動計画（平成19 年度～平成21 年度）」や「第３次

宮城県生涯学習振興計画（平成1８年度～平成2２年度）」などを踏まえて，推進します。 

   また，計画の推進にあたっては，県民をはじめとして，関係機関との連携・協働のもと，進め

ていきます。加えて，計画実施の進捗状況の点検を行うとともに，図書館協議会へ報告し，施策

に対する意見を求め，計画の推進に反映していきます。 

   また，計画の推進にあたっては，県民をはじめとして，関係機関との連携・協働のもと，進め

ていきます。加えて，計画実施の進捗状況の点検を行うとともに，図書館協議会へ報告し，施策

に対する意見を求め，計画の推進に反映していきます。 

  

  

７  計画期間 ７  計画期間 
７ 計画期間 

   計画期間は平成20 年度から平成24 年度までの５年間です。    計画期間は平成20 年度から平成24 年度までの５年間です。 

 



【参考資料】 

 

   １ 宮城県図書館振興基本計画 施策展開（重点項目） 

 

   ２ 宮城県図書館振興基本計画策定の経過 

    

   ３ 宮城県図書館協議会 委員名簿 
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１　宮城県図書館振興基本計画  施策の展開（重点項目）

生涯学習相談の実施

学習機会の提供

情報発信の推進

館内表示の工夫

障がい者サービスの充実

宮城に関する資料の収集

宮城県の行政資料の収集

読書環境の整備充実

読書活動の理解の促進

調査・研究に役立つ資料の収集

レファレンス事例の作成・公開

生涯学習を支える資料の収集
と整備

図書館情報ネットワークシステ
ムの整備

図書館資料の協力貸出の推進

図書館間の相互協力体制の充実

図書館の整備・運営に関する助言

 

よ
り
充
実
し
た
生
涯
学
習
の
実
現

生涯学習に役立つ
図書館

情報の拠点としての
図書館

次世代を育成する
図書館

資料の収集・整備

生涯学習情報の提供

利用しやすい図書館への
工夫

市町村図書館等への
支援・連携・協働

いつでもどこでも
サービスを受けられる

体制の充実

調査研究に役立つ
機能の充実

郷土関係資料の維持・充実

子どもの読書環境の充実
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２ 宮城県図書館振興基本計画策定の経過 

  

 （１）宮城県図書館振興基本計画検討委員会 

・検討期間    平成１９年６月～平成２０年３月 

 （２）宮城県図書館協議会 （２回） 

    ・平成１９年１０月４日 

・平成２０年２月２８日 

 （３）県内各市町村図書館の意見募集 

    ・募集期間    平成１９年１０月１７日～１０月３１日 

・意見数     １件 

 （４）電子メールでの意見募集 

    ・募集期間    平成１９年１０月１７日～１１月３０日 

・意見数     なし 

 （５）利用者アンケート  

    ・募集期間    平成１９年１１月１日～１１月３０日 

    ・アンケート数  ３６２件 

 

 

３ 宮城県図書館協議会 委員名簿      

 

 

 氏 名 役 職 名 備考 

１ 秋月   治 宮城大学事業構想学部教授  

２ 石田 義光 東北学院大学文学部教授  

３ 遠藤 幸生 宮城県古川黎明中学・高等学校長  

４ 齋藤 弘子 宮城テレビ番組審議会委員  

５ 佐藤 敏国 仙台市市民図書館長  

６ 関口 怜子 ハート and アート空間 BE I 代表取締役  

７ 永野 為和 河北新報社取締役営業推進局長  

８ 二瓶 瑠璃子 加美町中新田図書館副館長  

９ 野家 啓一 東北大学副学長・附属図書館長  

１０ 渡辺 好子  公募 

※ 50 音順 
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